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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端面が散乱面となる眼鏡レンズを保持可能な眼鏡フレームと、
　信号光を着用者の視界を遮ることなく前記眼鏡レンズの端面に向けて発光する発光源と
、
　自装置の状態報知以外の情報発信を行うためのアプリケーションを含む複数のアプリケ
ーションのいずれかを選択するとともに、選択されたアプリケーションの実行状況に応じ
た前記信号光の発光態様を設定する外部装置との間で無線通信を行う通信モジュールと、
　前記外部装置で設定された発光態様を前記通信モジュールを通じて入力し、これにより
前記発光態様を実現する制御モジュールと、
　を有する眼鏡型情報端末。
【請求項２】
　前記信号光が少なくとも前記着用者の目線より下方の端面でフラッシュする、
　請求項１に記載の眼鏡型情報端末。
【請求項３】
　前記眼鏡フレームの周辺環境の変化を検知する環境センサを備えており、
　前記制御モジュールは、前記環境センサの検知結果の入力を契機に前記発光源の制御を
開始する、請求項１または２に記載の眼鏡型情報端末。
【請求項４】
　前記眼鏡フレームはテンプル部を含み、前記テンプル部のうち前記着用者の耳を指向す
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る部位には所定の音を出力するスピーカが収容されており、
　前記制御モジュールは、複数の音源データを保持し、これらの音源データを用いて前記
スピーカが発する音の出力態様を表す音制御情報の入力を契機に当該音制御情報に従って
前記スピーカの出力制御を行うことにより前記出力態様を実現する、
　請求項１、２又は３に記載の眼鏡型情報端末。
【請求項５】
　前記制御モジュールは、前記外部装置で設定された前記出力態様を前記通信モジュール
を通じて入力し、これにより前記出力態様を実現する、
　請求項４に記載の眼鏡型情報端末。
【請求項６】
　端面が散乱面となる眼鏡レンズを保持可能な眼鏡フレーム、信号光を着用者の視界を遮
ることなく前記眼鏡レンズの端面に向けて発光する発光源、所定の音を出力するスピーカ
、前記発光源を制御することにより前記信号光の発光色と点滅パターンの少なくとも一方
を変化させるとともに前記音の出力態様を表す音制御信号の入力を契機に前記出力態様を
実現する制御モジュール、及び、外部装置と前記制御モジュールとの通信を可能にする通
信モジュールを有する眼鏡型情報端末の前記通信モジュールとの間で通信を行う通信手段
と、
　情報発信を行うためのアプリケーションを含む複数のアプリケーションのいずれかを選
択するとともに、選択されたアプリケーションの実行状況に応じた前記信号光の発光態様
又は前記音の出力態様を設定する設定手段と、
　前記アプリケーションの実行状況を監視する監視手段と、
　監視された実行状況に応じて前記設定手段で設定された発光態様又は出力態様を実現す
るための制御情報を生成し、生成した制御情報を前記通信手段を通じて前記眼鏡型情報端
末へ送信する制御手段と、
　を有する情報処理装置。
【請求項７】
　通信機能を有するコンピュータを、請求項６に記載された情報処理装置として動作させ
るためのコンピュータプログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、着用者に対して信号光および音によって情報を伝え、着用者の周囲への情報
発信も可能な眼鏡型情報端末と、この眼鏡型情報端末と連携動作する情報処理装置および
その構成品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、一般的な眼鏡を着用する感覚で情報を表現する眼鏡型情報端末が提案されている
。例えば、特許文献１に開示された眼前装着型映像表示装置では、眼鏡レンズに相当する
部分に液晶表示パネルを設け、この液晶表示パネルが、コンピュータ装置に接続されるよ
うに構成される。また、特許文献２に開示された映像表示装置では、入力された映像信号
に応じて光度を変化させた光をビーム光に変換する。そして、このビーム光を２次元走査
するとともに、眼鏡のレンズ相当の部位に配設された集積型ミラーを通じて、走査された
ビーム光を装着者の眼球に導いている。
【０００３】
　特許文献１，２に開示された装置は、いずれも眼鏡レンズ相当の部位に画像又は映像（
以下、「画像等」という。）を表示させるための表示パネルを形成する。あるいは形成さ
れているように着用者に見せる。そのため、画像処理のための処理モジュールと画像等を
表示させるための光学機構が不可欠となり、着用者の身体に負担をかけるばかりでなく、
着用者を眺める者にも違和感を与える。また、通常、人は一方の目で画像等、他方の目で
自分の周囲を直視することができない。そのため、特許文献１，２に開示されたような従
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来の眼鏡型情報端末の着用者は、画像等が表示されているときは、自分の周囲に対する集
中心が欠け、日常生活に支障が生じるおそれがある。
　このような問題を解決する技術として、特許文献３に開示された頭部装着型情報通知装
置では、使用者の視野内で、眼鏡を装着した際に眼鏡レンズを通して見える視野から外れ
る位置に表示部を配置し、この表示部で発光した光を通じて使用者に情報の受信を通知し
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－２８９４８４号公報
【特許文献２】特開２０００－１１１８２９号公報
【特許文献３】特開２０１１－２２９０２４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献３に開示された頭部装着型情報通知装置は、周囲へ不快感を与える情報の通知
方法では、使用できる環境が制限されるため、情報の受信を使用者だけに通知し、周囲に
は察知されないようにするものである。そのため、発光部は、使用者の中心視軸を基準に
耳側に約６８度から約１００度の領域に配置する必要があるとされる。また、発光部に指
向性をもたせ、射出光の照射領域を射出部から見て使用者（着用者）の頭部両端面部で囲
まれた領域、すなわち照射光が頭部によって遮られる領域にしなければならないとされる
。
【０００６】
　しかしながら、着用者の視野や視界は様々であり、発光部の位置を固定的に定めた眼鏡
フレームを量産することができない。いわゆる特注品となる。そのため、製造コストを低
減させることが困難となる。また、周囲に察知されない弱い光では、着用者自身も察知で
きないおそれがある。歩行中（走行中）のように意識が前方の視界に集中している場合や
眼を瞑っている場合はなおさらである。また、着用者から離れた位置で光を発光する以上
、発光の影響は必ず生じる。そのため、発光を周囲に察知されない構造にすることは困難
である。むしろ、発光させた光を通じて周囲へも着用者からの情報を発信できるようにす
れば、この種の眼鏡型情報端末の需要ないし用途が拡がる期待がある。
【０００７】
　本発明は、着用者宛の情報を日常生活に支障を生じさせることなく着用者に伝えるばか
りでなく、周囲に対しても着用者からの情報の発信を可能にする眼鏡型情報端末を提供す
ることを主たる課題とする。
　本発明の他の課題は、上記の眼鏡型情報端末との連携に適した情報処理装置、それを実
現するためのコンピュータプログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明によれば、端面が散乱面となる眼鏡レンズを保持可能な眼鏡フレームと、信号光
を着用者の視界を遮ることなく前記眼鏡レンズの端面に向けて発光する発光源と、自装置
の状態報知以外の情報発信を行うためのアプリケーションを含む複数のアプリケーション
のいずれかを選択するとともに、選択されたアプリケーションの実行状況に応じた前記信
号光の発光態様を設定する外部装置との間で無線通信を行う通信モジュールと、前記外部
装置で設定された発光態様を前記通信モジュールを通じて入力し、これにより前記発光態
様を実現する制御モジュールと、を有する眼鏡型情報端末が得られる。
【０００９】
　また、本発明によれば、端面が散乱面となる眼鏡レンズを保持可能な眼鏡フレーム、信
号光を着用者の視界を遮ることなく前記眼鏡レンズの端面に向けて発光する発光源、所定
の音を出力するスピーカ、前記発光源を制御することにより前記信号光の発光色と点滅パ
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ターンの少なくとも一方を変化させるとともに前記音の出力態様を表す音制御信号の入力
を契機に前記出力態様を実現する制御モジュール、及び、外部装置と前記制御モジュール
との通信を可能にする通信モジュールを有する眼鏡型情報端末の前記通信モジュールとの
間で通信を行う通信手段と、情報発信を行うためのアプリケーションを含む複数のアプリ
ケーションのいずれかを選択するとともに、選択されたアプリケーションの実行状況に応
じた前記信号光の発光態様又は前記音の出力態様を設定する設定手段と、前記アプリケー
ションの実行状況を監視する監視手段と、監視された実行状況に応じて前記設定手段で設
定された発光態様又は出力態様を実現するための制御情報を生成し、生成した制御情報を
前記通信手段を通じて前記眼鏡型情報端末へ送信する制御手段と、を有する情報処理装置
が得られる。
【００１０】
　また、本発明によれば、通信機能を有するコンピュータを、上記の情報処理装置として
動作させるためのコンピュータプログラムが得られる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の眼鏡型情報端末は、信号光が発光源から眼鏡レンズの端面または眼鏡フレーム
に向けて伝搬する。そのため、着用者の視界を妨げることがなく、信号光を通じて情報を
着用者に伝えることができる。また、眼鏡フレームまたは眼鏡レンズの端面に到達した光
を通じて着信者からの情報を周囲に発信することができる。
　また、本発明の情報処理装置によれば、眼鏡型情報端末における情報の表現の内容を、
その眼鏡型情報端末から離れた位置で設定することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】（ａ）は本実施形態に係る眼鏡型情報端末の正面図、（ｂ）は側面図。
【図２】（ａ）はこの眼鏡型情報端末の上面図、（ｂ）は斜視図。
【図３】着用者の右目部分のリムの部分拡大図。
【図４】制御モジュールの機能構成図。
【図５】対応テーブルの内容例の説明図。
【図６】対応テーブルの内容例の説明図。
【図７】データ保持部に保持されるテーブルの内容例の説明図。
【図８】情報処理装置の機能構成図。
【図９】監視対象となるＡＰＰの設定手順説明図。
【図１０】設定メニュー画面の説明図。
【図１１】設定するＡＰＰの選択画面の説明図。
【図１２】電子メールについての設定内容画面の説明図。
【図１３】情報処理装置におけるアクション情報の生成、送信の手順説明図。
【図１４】眼鏡型情報端末におけるアクション情報に基づく制御手順説明図。
【図１５】眼鏡型情報端末におけるセンサ結果に基づく制御手順説明図。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　図面を参照して、本発明の実施の形態例を説明する。本実施形態では、情報処理装置の
一例となる携帯端末を携行するユーザが、眼鏡型情報端末を頭部に着用して使用する場合
の例を示す。このようなユーザを「着用者」と称する。携帯端末は、スマートフォン、タ
ブレット端末、ノートパソコンなどのコンピュータであり、眼鏡型情報端末からみれば外
部装置となる。携帯端末には、予め複数種類のアプリケーション（アプリケーションプロ
グラムの実行によって実現されるサービス。以下「ＡＰＰ」と略称する。）が導入（イン
ストール）されている。以下の説明では、便宜上、携帯端末がスマートフォンであるもの
とする。
【００１４】
［眼鏡型情報端末］
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　まず、眼鏡型情報端末１の構造例について説明する。図１（ａ）は本実施形態に係る眼
鏡型情報端末の正面図、（ｂ）は側面図である。また、図２（ａ）はこの眼鏡型情報端末
の上面図、（ｂ）は斜視図である。
　眼鏡型情報端末１は、眼鏡フレーム１０を有する。眼鏡フレーム１０は、発色性部材で
構成され、その内部に各種の電子部品が収容される。発色性部材は、入力光の色に応じて
発色する部材であり、白濁色、特定の無彩色または有彩色、あるいはこれらの混合色とな
るアクリル等の透光性樹脂を用いることができる。なお、眼鏡型情報端末１を着用するこ
とは、この眼鏡フレーム１０を着用することと同義である。
【００１５】
　眼鏡フレーム１０は、左右一対の眼鏡レンズ２０ａ，２０ｂのそれぞれの上縁部および
側端部の一部を保持するリム１１を有する。リム１１には、着用されたときに下方となる
端面および中央よりの側端面にリム線と呼ばれる一対の溝が掘られている。眼鏡レンズ２
０ａ，２０ｂは、これらの溝にその上端面が嵌められ、さらにリム１１の弾力性によって
保持される。これらの端面に接着剤を塗布してリム１１に固定させることもできる。リム
１１の左右の智元１２ａ，１２ｂには、丁番を介してテンプル部（腕、ツルともいう）１
３ａ，１３ｂが取り付けられる。テンプル部１３ａ，１３ｂの先端は、「モダン」と呼ば
れる耳当て形状に一体成形されている。リム１１には、また、着用者の鼻に載せるための
ノーズパット１４ａ，１４ｂも形成されている。ノーズパッド１４ａ，１４ｂとリム１１
とは、クリングスと呼ばれるパーツで接合される。
　眼鏡レンズ２０ａ，２０ｂには、着用者が日常生活で用いる一般的な眼鏡レンズを用い
ることができる。つまり、着用者が自分用の眼鏡レンズを調達して眼鏡フレーム１０に保
持させることで、眼鏡型情報端末１が完成する。
【００１６】
　眼鏡フレーム１０には、図１および図２に破線で示される部位に、様々な電子部品が収
容される。電子部品の一つは、それぞれ独立に発光制御が可能なカラーチップＬＥＤ（Li
ght Emitting Diode）３０ａ，３０ｂ，３０ｃ，３０ｄ，３０ｅ，３０ｆである。以下、
これらのカラーチップＬＥＤを特に区別する必要がない場合はチップＬＥＤ３０と略称す
る。チップＬＥＤ３０は、具体的には、それぞれ１色以上のカラー光を発光可能な発光デ
バイスである。例えば、赤色、青色、黄色の三原色のＬＥＤを１つのチップに搭載し、そ
の中のいずれか１色、あるいは、２色以上を所定の光量で選択的に駆動することで、多彩
なカラー光を発光可能にする。このようなチップＬＥＤ３０としては、例えば中国ラッキ
ーライト社（Lucky Light Electronic Co., Ltd.）が販売する「LL-S197BRGBC」などを使
用することができる。
【００１７】
　本実施形態では、チップＬＥＤ３０を、後述する孔１１１ｂとの協働によって所定方向
に向かう信号光を発光する発光源として用いている。「信号光」とは、情報を表現した光
のことをいう。点滅も連続光も情報を持つ限り、信号光となり得る。チップＬＥＤ３０は
、リム１１に形成された溝のやや上部に、左右の眼鏡レンズ２０ａ，２０ｂについてそれ
ぞれ３つずつ配設される。これにより、情報に応じた多彩なカラー光を発光することがで
きる。
【００１８】
　本実施形態では、チップＬＥＤ３０のほか、圧電スピーカ４０、環境センサ５０、通信
モジュール６０、制御モジュール７０、スイッチ８０およびバッテリー９０を電子部品と
して用いている。これらの電子部品も眼鏡フレーム１０の所定部位に収容される。
　圧電スピーカ４０は、テンプル部１３ｂのうちモダンの内側、すなわち着用者の耳を指
向する部位に設けられる。図１および図２では、１つの圧電スピーカ４０を用いた場合の
例を示してあるが、もう一方のテンプル部１３ａに設けることもできる。今日、薄さ０．
５［ｍｍ］で約１［ｍｍ］四方程度の超小型の製品が販売されているので、そのような製
品を使用することができる。
【００１９】
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　環境センサ５０は、眼鏡フレーム１０の周辺環境の変化を検知するセンサであり、リム
１１の中央部付近に設けられる。環境センサ５０は、例えば、加速度センサ、気圧センサ
、温度センサ、湿度センサ、距離センサ、照度センサのいずれか、又はこれらの組み合わ
せを着脱自在に装着することができる。本実施形態では、環境センサ５０の例として、照
度センサを用いたことを前提に説明を続ける。
【００２０】
　通信モジュール６０は、「Bluetooth」による近距離無線通信を行う汎用のモジュール
を用いている。近距離無線通信は、国際的な基準で定められた微弱電力による通信規格で
ある。このような近距離無線通信によることとしたのは、他の情報端末との混信を回避す
るためである。また、「Bluetooth」を用いるのは、モジュールの小型化が進んでおり、
眼鏡フレーム１０への収容に適しているためであるが、「Bluetooth」以外の近距離無線
通信、例えば赤外線通信を行うこともできる。また、混信のおそれが無い場合は、近距離
無線通信以外の無線通信あるいは有線通信を行う通信モジュールを用いることもできる。
【００２１】
　制御モジュール７０については、後述する。スイッチ８０は、チップＬＥＤ３０および
圧電スピーカ４０の動作を停止したり、再開したりするための切替スイッチである。バッ
テリー９０は、例えばリチウムイオンバッテリー、あるいはボタン電池である。図示を省
略したが、チップＬＥＤ３０の光量又は圧電スピーカ４０の音量を調整する調整ボタンも
設けられている。
【００２２】
　各電子部品は、配線パターンが形成された１又は複数枚のフィルム状の回路基板を通じ
て眼鏡フレーム１０に実装される。リム１１と一対のテンプル部１３ａ，１３ｂとの間の
回路基板同士は、個別の配線により導通させる。これにより、眼鏡フレーム１０全体で、
電子回路が形成される。各電子部品の縦横サイズはいずれも０．５［ｍｍ］～５［ｍｍ]
程度あるいはそれ以下のサイズのものである。そのため、これらの電子部品を収容しても
、本実施形態のような電子部品を実装しない通常の眼鏡フレームに対して、着用者も第三
者にとっても違和感のない小型軽量の眼鏡フレーム１０を実現することができる。
【００２３】
　ここで、発光源の構造を、図３を参照して詳しく説明する。図３は、着用者の右目部分
のリム１１の部分拡大図である。チップＬＥＤ３０ａ，３０ｂ，３０ｃのうち、中央部の
チップＬＥＤ３０ｂの発光面（光を発光する面）は、眼鏡レンズ２０ａの周縁の端面を向
いている。また、その両脇のチップＬＥＤ３０ａ，３０ｃの発光面は、チップＬＥＤ３０
ｂの反対方向を向いている。また、リム１１のうち、中央部のチップＬＥＤ３０ｂを収容
する部分に、発光された光をビーム化するとともに、光の発光方向を定める孔１１１ｂが
形成されている。この孔１１１ｂは、眼鏡レンズ２０ｂの端面のうち、着用者の目線より
もやや下方の端面を指向する形状に成形される。通常、どのような眼鏡レンズを保持して
も眼鏡フレームに対する角度はほぼ一定となる。そのため、本実施形態のように、予め孔
１１１ｂを上記のように成形しても支障はない。つまり、チップＬＥＤ３０ｂから発光さ
れる信号光は、眼鏡フレーム１０に着用者が選定した任意の眼鏡レンズを保持しても、上
記の端面に向けて伝搬することになる。
【００２４】
　なお、中央部以外のチップＬＥＤ３０ａ，３０ｃは、主として眼鏡フレーム１０の発色
を変える役割をもつ。そのため、これらの発光面は、眼鏡フレーム１０の内部に向けて発
光するように配置される。図３の例では着用時に直上となる方向となる例を示してあるが
、これは一例であって、リム１１の形状によっては、着用時に水平からやや傾きをもつ方
向に配置されるようにしてもよいことは勿論である。チップＬＥＤ３０ａ，３０ｃの発光
面で発光した光は、リム１１の内部で反射を繰り返しながら伝搬する。その過程でリム１
１が発色する。この光は、テンプル部１３ａ，１３ｂにも伝搬する。つまり、眼鏡フレー
ム１０全体を元の色から変化させることができる。なお、眼鏡フレーム１０に蛍光剤が混
入されている場合は、発光量を増加させたり、所望の色を合成することが容易になる利点
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がある。
【００２５】
　眼鏡レンズ２０ａの端面は、通常は、レンズ加工の際に散乱面となる。そのため、眼鏡
レンズ２０ａの端面に到達した光は、反射ミラーのような特別の機構を設けなくとも、端
面ないし眼鏡レンズ２０ａの表面を伝搬する光を介して着用者の目に届く。人は、目線の
上方よりも下方を視認しやすい。そのため、信号光の光量が小さい場合であっても、少な
くとも目線の下方の端面を介して着用者に情報を伝えることができる。信号光がフラッシ
ュする表示態様も可能であり、この場合は、例えば着用者が作業に集中していたり、歩行
またはランニング中であっても、信号光を確実に伝えることができる。いずれの場合も、
信号光が眼鏡レンズ２０ａの端面に向かうだけなので、着用者の視界を妨げることはない
。
【００２６】
　なお、図３は、着用者の右目部分のリム１１の構造を示しているが、左目部分のリム１
１についても同様の構造となる。なお、孔１１１ｂの形状は、チップＬＥＤ３０ｂ、特に
その発光面の形状、構造に応じて適宜変更することができる。以後、眼鏡レンズ２０ａ，
２０ｂを区別する必要がない場合は、「眼鏡レンズ２０」と表現する。
【００２７】
　次に、眼鏡型情報端末１において実現される機能例について説明する。各機能は、制御
モジュール７０が主体的に動作することにより実現される。本実施形態では、制御モジュ
ール７０を、プロセッサ、コンピュータプログラムおよびディジタルデータが実装された
ファームウェアで構成した。この種のファームウェアには、規模の小さいＣＰＬＤ（Comp
lex Programmable Logic Device）やＦＰＧＡ（field-programmable gate array）などを
用いることができる。制御モジュール７０の機能構成例を図４に示す。制御モジュール７
０は、入出力制御部７１１、タイマ７１２、複数の対応テーブル７１３、データ保持部７
１４および、各部の動作を統括的に制御する主制御部７１５を有する。
【００２８】
　入出力制御部７１１は、チップＬＥＤ３０、圧電スピーカ４０、環境センサ５０および
通信モジュール６０と主制御部７１５との間の情報の入出力を制御する。タイマ７１２は
現在時刻の計時結果を主制御部７１５に出力する。タイマ７１２は、時刻ないし時間の始
期および終期を判定する用途などに使用される。対応テーブル７１３は、主制御部７１５
によるチップＬＥＤ３０および圧電スピーカ４０の駆動パターンをテーブル化したもので
ある。駆動パターンは、各種制御情報に応じて設定される。本実施形態で説明する制御情
報は、以下のものである。
【００２９】
（ａ）スマートフォンに導入されたＡＰＰの実行状況に応じて定められた発光源の発光態
様を表す発光制御情報（スマートフォンから受信）。
（ｂ）環境センサ５０の検知結果に応じて定めた発光源の発光態様を表す発光制御情報（
第２発光制御情報）。
（ｃ）環境センサ５０の検知結果に応じて定められた発光源の発光態様を表す発光制御情
報（第３発光制御情報：スマートフォンから受信）。
（ｄ）音源データを用いて圧電スピーカ４０が発する音の出力態様を表す音制御情報（ス
マートフォンから受信）。
【００３０】
　以下、各種制御情報を区別する必要がない場合は、「アクション情報」と総称する。ア
クション情報は、着用者に固有の情報となる。このアクション情報の内容は、例えばスマ
ートフォンを通じて、着用者あるいは関係者が任意に設定し、適宜、変更することができ
る。設定、変更の仕方については、後で詳しく説明する。
【００３１】
　ここで、「発光源の発光態様」とは、チップＬＥＤ３０の駆動タイミングを制御するこ
とにより実現する発光色（混合色の場合は組み合わせ）、点滅の有無、点滅パターン（周
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期、継続時間など）などをいう。フラッシュも点滅パターンの一態様である。また、「音
の出力態様」とは、圧電スピーカ４０を駆動するために使用する音源データの有無、音源
パターン（断続の有無、音源データの組み合わせ）およびメッセージパターン（音源デー
タの組み合わせ）などをいう。メッセージパターンには、合成音声の組み合わせパターン
も含まれる。本実施形態における対応テーブル７１３の内容例を図５～図７に示す。
【００３２】
　図５の例では、使用する光の種類（色）、点滅パターン、音源パターン、メッセージパ
ターンのレコード毎に、パターンＩＤが関連付けられている。いずれかのパターンＩＤを
特定することにより、発光態様と出力態様の少なくとも一方を特定することができる。主
制御部７１５は、特定したパターンＩＤに従う内容でチップＬＥＤ３０および圧電スピー
カ４０を制御する。図５において、「ＬＥＤ＃１」はチップＬＥＤ３０ａ、「ＬＥＤ＃２
」はチップＬＥＤ３０ｂ、「ＬＥＤ＃３」はチップＬＥＤ３０ｃ、「ＬＥＤ＃４」はチッ
プＬＥＤ３０ｄ、「ＬＥＤ＃５」はチップＬＥＤ３０ｅ、「ＬＥＤ＃６」はチップＬＥＤ
３０ｆに対応する。
【００３３】
　「×」は当該チップＬＥＤ３０を駆動しないことを表す。「Ｌ１」，「Ｌ２」，「Ｌ３
」はそれぞれ異なるチップＬＥＤ３０の発光色を表す。「Ｌ１，Ｌ３」は、混合色を表す
。点滅パターンの「○」は、ＬＥＤ＃１～ＬＥＤ＃６の点滅パターンを表す。点滅パター
ン「０」は点滅しないこと、つまり、チップＬＥＤ３０をある時間だけ駆動してバースト
的に発光させることを表す。点滅パターン「１」～「４」は、それぞれ点滅の間隔や速度
が異なるものである。
【００３４】
　例えば、図５のパターンＩＤ「Ａ－００１」では、「ＬＥＤ＃１，＃３，＃４，＃６」
を「Ｌ１」すなわち、チップＬＥＤ３０ａ，３０ｃ，３０ｄ，３０ｆをいずれもＬ１に対
応する色（例えば緑色）に連続して発光させることを表している。「音源パターン」およ
び「メッセージパターン」の「○」は、出力するパターンを表す。いずれも「０」は音源
データを使用しない（音を出力しない）ことを表す。音源パターン「１」～「５」、メッ
セージパターン「１」～「５」は、それぞれ異なる音源データないしメッセージの組み合
わせパターンである。他のパターンＩＤ、チップＬＥＤ３０、圧電スピーカ４０について
も同様の内容となる。このように、使用する光の種類（色）、点滅パターン、音源パター
ン、メッセージパターンをレコード毎にパターンＩＤで関連付けておくことにより、チッ
プＬＥＤ３０と圧電スピーカ４０とを組み合わせたときの制御が簡略になる（パターンＩ
Ｄを特定するだけで足りるため）。なお、パターンＩＤは、追加、変更、削除が可能なも
のである。
【００３５】
　図６には、環境センサ５０の検知結果に応じて制御する発光態様と出力態様が例示され
ている。発光態様と出力態様は、変化ＩＤに関連付けられている。変化ＩＤは、照度セン
サの例では、眼鏡型情報端末１の周囲の照度変化の程度を表すものとなる。変化ＩＤには
、それぞれ照度変化の基準範囲が設定されており、照度変化が、ある基準範囲のときは「
ＫＡ－００１」、その基準範囲を超えたときは「ＫＡ－００２」・・・のように設定され
る。例えば、照度変化が変化ＩＤ「ＫＡ－００１」に該当する分だけ変化したとする。こ
の場合、チップＬＥＤ３０のうち、ＬＥＤ＃１，ＬＥＤ＃３，ＬＥＤ＃４，ＬＥＤ＃６（
チップＬＥＤ３０ａ，３０ｃ，３０ｄ，３０ｆ）を－ａ（ルクス）だけ光量を変化させる
ことが示されている。音源「×」は、圧電スピーカ４０から音ないしメッセージを出力し
ないことを表す。音やメッセージを出力するときは、「○」が設定される。そして、図５
に示したように、「１」～「５」のいずれかが選択されることになる。
　なお、変化ＩＤは、追加、変更、削除が可能なものである。
【００３６】
　図７には、ＡＰＰ毎の制御内容が例示されている。「ＡＰＰ－ＩＤ」は、スマートフォ
ンに導入され、その実行状況を監視できるように設定されたＡＰＰのＩＤである。「パタ
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ーンＩＤ」は、図５に例示された内容のものである。「変化ＩＤ」は、図６に例示された
ＫＡ－００１などである。図７の例では、あるＡＰＰ（ＡＰＰ－０５）については、「Ｂ
－００１」のパターンＩＤで特定される発光態様および出力態様をベースとし、「ＫＢ－
００１」の変化ＩＤで特定されるパターンで光量調整が行われることになる。なお、ＡＰ
Ｐ－ＩＤ（図７）には、常にパターンＩＤ（図５）と変化ＩＤ（図６）とが含まれるわけ
ではなく、パターンＩＤだけであってもよい。逆に、他のパターン（ＩＤ）を追加しても
よい。
【００３７】
　図４に戻り、データ保持部７１４には、主制御部７１５が、チップＬＥＤ３０の発光態
様や圧電スピーカ４０の出力態様を実現する上で必要となるディジタルデータと、ＡＰＰ
毎の設定内容が保持される。ディジタルデータは、例えばチップＬＥＤ３０の仕様に基づ
く発光制御のための制御パラメータや、圧電スピーカ４０から出力させる音の内容を定め
る複数種類の音源データである。音源データには、メッセージデータを構成するための合
成音声も含まれる。このようなディジタルデータは、スマートフォンなどから入手して保
持される。
【００３８】
　主制御部７１５の動作の一つは、スマートフォンに導入されたＡＰＰの実行状況あるい
は環境センサ５０の検知結果に応じて、チップＬＥＤ３０の発光制御や圧電スピーカ４０
の出力制御を行うことである。これらの制御は、アクション情報に基づいて行う。アクシ
ョン情報は、スマートフォンに導入されたＡＰＰの実行状況を監視する場合は、それを生
成したスマートフォンから通信モジュール６０を通じて受信する。第２発光制御情報や警
報情報については、スマートフォンからではなく、主制御部７１５が自ら生成する。図５
～図７に例示した対応テーブル７１３に相当するものは、後述するようにスマートフォン
も備えている。そのため、本実施形態の場合、スマートフォンから受信するアクション情
報の実体は、図７に示すＡＰＰ－ＩＤとなる。なお、スマートフォンの実行状況と無関係
のアクション情報（第２発光制御情報など）については、予めスマートフォンにおいて固
定的なＡＰＰ－ＩＤが設定される。
【００３９】
　主制御部７１５は、取得したアクション情報（ＡＰＰ－ＩＤ：図７）に基づき、パター
ンＩＤ（図５）および変化ＩＤ（図６）を特定する。そして、データ保持部７１４に保持
されたディジタルデータのうち制御パラメータデータなどを用い、入出力制御部７１１を
介してチップＬＥＤ３０および圧電スピーカ４０を駆動する。
【００４０】
［スマートフォン］
　次に、携帯端末（外部装置）の一例となるスマートフォンの構成について説明する。ス
マートフォンは、公衆通信網を用いたデータ通信および通話などの通信機能、ディスプレ
イなどの情報表示機能、キーボードなどの情報入力機能、音源データやスピーカなどを備
えた公知の携帯型のコンピュータである。情報表示機能および情報入力機能は、タッチパ
ネルによって実現される。通信機能は、公衆通信網を介した一般的な通信のほか、眼鏡型
情報端末１との間で、１対１の近距離無線通信を行う機能を備えている。
【００４１】
　本実施形態では、ＡＰＰ監視用のコンピュータ・プログラムが記録されたコンピュータ
可読の記録媒体から、当該コンピュータ・プログラムをスマートフォンに導入し、実行す
ることにより、特徴的な機能を実現する。図８は、スマートフォンにおいて実現される機
能ブロックの構成図である。スマートフォン５は、制御部５０，監視部５１，設定部５２
，通信部５３およびこれらの機能ブロックが適宜参照するデータ保持部５４として機能す
る。通信部５３は、本実施形態では、眼鏡型情報端末１と同様、「Bluetooth」による近
距離無線通信を行うものとする。データ保持部５４には、近距離無線通信の相手先である
眼鏡型情報端末１の情報や、眼鏡型情報端末１が備えている対応テーブル７１３（図５～
図７）と同じ内容のテーブルなどが保持されている。テーブルの内容は、通信部５３によ
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って眼鏡型情報端末１との間の近距離無線通信が可能になった時点で同期される。
【００４２】
　監視部５１は、スマートフォンに導入されたＡＰＰの実行状況を監視する。監視対象と
なるＡＰＰは、着用者が任意に定め、データ保持部５４へのテーブルにそのＩＤ（ＡＰＰ
－ＩＤ）を設定する。本実施形態では、通話着信、メール着信、メッセージ交換サービス
の着信、各種情報案内の着信、リラクゼーションをＡＰＰの実行状況とする場合の例を示
す。各着信は、通信部５３ではなく、メールＡＰＰや、インターネット通信ＡＰＰなど、
スマートフォンにもともと導入されているＡＰＰの実行状況の一つとして検知されるもの
である。
【００４３】
　設定部５２は、監視部５１で監視されたＡＰＰの実行状況に応じて定めるチップＬＥＤ
３０の発光態様、および／または、圧電スピーカ４０の出力態様を設定する。具体的には
、設定用画面をタッチパネルに表示させ、そのタッチ操作などにより入力された設定内容
を制御部５０へ伝える。
【００４４】
　制御部５０は、設定部５２で設定された内容に基づいてデータ保持部５４に保持されて
いるテーブルの内容を作成または更新する。また、監視部５１によるＡＰＰの実行状況の
監視結果に基づいてアクション情報を生成する。そして、生成したアクション情報を、通
信部５３を通じて眼鏡型情報端末１へ送信する。アクション情報を生成するときは、デー
タ保持部５４のテーブルを参照する。本実施形態の場合、監視対象となるＡＰＰを設定し
た時点で、制御部５０は、そのＡＰＰについてのＡＰＰ－ＩＤを把握している。そのため
、本実施形態の場合、アクション情報は、このＡＰＰ－ＩＤ（あるいは付随情報を添えて
）をアクション情報として生成し、これを眼鏡型情報端末１へ送信すればよい。
【００４５】
　次に、スマートフォン５と眼鏡型情報端末１との連携動作例を、具体的に説明する。
　図９は、スマートフォン５が、実行状況の監視元となるＡＰＰを設定するときの手順説
明図である。眼鏡型情報端末１の着用者などからの設定要求が入力されると（Ｓ１０１：
Yes）、設定部５２は、図１０に示される設定メニュー画面１００１をタッチパネルに表
示させる（Ｓ１０２）。図示の設定メニュー画面１００１では、実行状況の監視元として
既に設定されたＡＰＰのアイコンと、新たな設定ないし設定済の内容の変更を可能にする
ための「設定」アイコン１００２とが表示されている。
【００４６】
　図１０の画面に表示されているＡＰＰのアイコンは、「タイマ」、「テンポ」、「リラ
ックス」に対応するものである。「タイマ」は、着用者に注意を喚起する時刻をアクショ
ン情報として出力するＡＰＰである。「テンポ」は、ペース判断などに使用する一定の時
間間隔毎のトリガをアクション情報として出力するＡＰＰである。「リラックス」は、い
わゆるリラクゼーションＡＰＰである。リラクゼーションＡＰＰは、目に優しい色や、落
ち着く発光色が着用者の眼に多く届く表示態様を実現するためのアクション情報を出力す
る。
【００４７】
　図１０の画面を通じて「設定」アイコン１００２が着用者によって選択されたとする。
すると、タッチパネルの画面は、図１１のようなＡＰＰ設定画面１１０１に切り替わる。
設定済のＡＰＰについては「Ｏｎ」、そうでないときは「Ｏｆｆ」となる。「Ｏｎ」のア
イコンを選択すると、設定内容の変更が可能になる。「Ｏｆｆ」のアイコンを選択すると
、そのアイコンに対応するＡＰＰが新たに実行状況の監視の対象となる。図１１において
表示されているのは、上述した「Timer」（タイマ）、「Tempo」（テンポ）、「Relax」
（リラックス）である。他のＡＰＰは、以下のようなものである。
　「Call」：通話着信、「Mail」：メール着信、「Social」：メッセージ着信、「Calend
ere」：設定日時に到達したことの着信、「Finance」：株価変動の着信、「Wether」：天
候変化の着信、「SOS」：探索、「Morse Code」：モールス通信、「Disco」：音楽着信。
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【００４８】
　図１１に示されたＡＰＰ設定画面１１０１において、「Mail」アイコン１１０２を選択
された場合、付記部分が「Ｏｆｆ」から「Ｏｎ」となり、タッチパネルの画面が、図１２
に例示されるメール着信についての設定内容画面１２０１に切り替わる。この設定内容画
面１２０１では、以下のアイコンないしボタンが表示される。
・眼鏡型情報端末１において発光させたい色の指定アイコン１２０２
・一時的に設定を止めるかどうかを指定する「ＯＮ／ＯＦＦ」ボタンアイコン１２０３
・徐々に発光強度を変えることを表す「Fade」ボタンアイコン１２０４
・ビープ音を出力するための「Beep」ボタンアイコン１２０５
・発光時の光量を指定するための「Brightness」ボタン１２０６
・点滅速度を指定するための「Speed」ボタン１２０７
・発光および音の繰り返し回数を指定するための「Repeat」ボタン１２０８
【００４９】
　図９に戻り、設定部５２を通じてこれらの表示に従う所要の入力を受け付けると（Ｓ１
０３：Yes）、制御部５０は、それが眼鏡型情報端末１に既に送信された内容のものかど
うかを判定する（Ｓ１０４）。すなわち、既設定の内容の変更ないし未設定状態を解除す
るための送信（変更送信）かどうかを、眼鏡型情報端末１への送信履歴をもとに判定する
。入力を受け付けない場合および変更送信でない場合はＳ１０３に戻る（Ｓ１０３：No，
Ｓ１０４：No）。変更送信の場合は、入力された設定内容に対応するパターンＩＤを特定
して修正し、あるいは新たに生成し、これにより、監視対象となるＡＰＰ－ＩＤ）とパタ
ーンＩＤとを関連付けた設定情報を生成する（Ｓ１０５）。そして、生成した設定情報を
データ保持部５４のテーブルに保存する（Ｓ１０６）。他の入力がある場合は、Ｓ１０２
の処理に戻る（Ｓ１０７：Yes）。他の入力がない場合は（Ｓ１０７：No）、設定処理を
終える。保存された設定情報は、眼鏡型情報端末１との近距離通信が可能になった時点で
、眼鏡型情報端末１へ送信され、対応テーブル７１３との同期がとられる。
【００５０】
　制御部５０は、また、監視部５１の監視結果と保存されている設定情報とに基づいて、
アクション情報の生成および眼鏡型情報端末１への送信を行う。この場合の手順説明図を
図１３に示す。ここでは、スマートフォン５において、外部からのメール着信またはイン
ターネット通信による着信を監視する場合の例を示す。図１３において、制御部５０は、
監視部５１を通じて、外部からの着信を待つ（Ｓ２０１：No）。着信を検知すると（Ｓ２
０１：Yes）、制御部５０は、その着信が、設定されたＡＰＰ宛のものかどうか、すなわ
ち監視対象として設定されたＡＰＰ宛の着信かどうかを判定する（Ｓ２０２）。設定され
たＡＰＰ宛でない場合はＳ２０１の処理に戻る（Ｓ２０２：No）。設定されたＡＰＰ宛の
着信であった場合は（Ｓ２０２：Yes）、監視対象となるＡＰＰの「ＡＰＰ－ＩＤ」を読
み出す（Ｓ２０３）。そして、読み出した「ＡＰＰ－ＩＤ」等をもとにアクション情報を
生成し（Ｓ２０４）、生成したアクション情報を眼鏡型情報端末１へ送信する（Ｓ２０５
）。送信後は、送信履歴をデータ保持部５４に保持し、処理を終える。
【００５１】
　なお、図１１のＡＰＰ設定画面１１０１において、「リラックス」、「タイマ」など、
着信に代わるＡＰＰの実行状況において、所定の事象（着用者の指示を含む）が検知され
たときは、上記の限りでない。すなわち、ＡＰＰが「タイマ」の場合、制御部５０は、内
部クロックによる計時を行い、現在時刻が着用者の設定時刻に達したときに「タイマ」に
対応する「ＡＰＰ－ＩＤ」を特定し、Ｓ２０４以降の処理を行う。ＡＰＰが「テンポ」の
場合は、着用者の指示後、直ちに「テンポ」に対応する「ＡＰＰ－ＩＤ」を特定し、Ｓ２
０４以降の処理を行う。ＡＰＰが「リラックス」についても同様である。
【００５２】
　眼鏡型情報端末１（制御モジュール７０）は、図１４に示す手順で、チップＬＥＤ３０
の発光制御、および／又は、圧電スピーカ４０の出力制御を行う。すなわち、制御モジュ
ール７０は、スイッチ８０（図２（ａ））の投入後、アクション情報の入力を待つ（Ｓ３
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０１：No）。入力があったときは（Ｓ３０１：Yes）、アクション情報の内容を分析する
（Ｓ３０２）。分析の結果、アクション情報がチップＬＥＤ３０の発光制御情報であった
場合（Ｓ３０３：Yes）、制御モジュール７０は、発光制御を行う。すなわち、どのチッ
プＬＥＤ３０のどの色をどのタイミングで発光させるかを決定し、それを駆動するための
制御信号を生成する（Ｓ３０４）。そして、この制御信号に基づいて該当するチップＬＥ
Ｄ３０を駆動し、信号光を発光させる（Ｓ３０５）。発光制御中はその終了を待ち（Ｓ３
０６：No）、終了したときは、処理を終える（Ｓ３０６：Yes）。
【００５３】
　一方、Ｓ３０２の分析の結果、チップＬＥＤ３０の発光制御でなかった場合（Ｓ３０３
：No）、制御モジュール７０は、圧電スピーカ４０の出力制御を行う。すなわち、音源デ
ータを伴う制御信号を生成する（Ｓ３０７）。そして、この制御信号に基づいて圧電スピ
ーカ４０から音を出力させる（Ｓ３０８）。出力制御中はその終了を待ち（Ｓ３０９：No
）、終了したときは、処理を終える（Ｓ３０９：Yes）。
【００５４】
　眼鏡型情報端末１（制御モジュール７０）は、環境センサ５０で一定値以上の照度変化
があった場合は、自律的にアクション情報（第２発光制御情報）を生成し、チップＬＥＤ
３０の発光制御を行う。この場合の制御モジュール７０の処理手順を図１５に示す。
　すなわち、制御モジュール７０は、環境センサ５０からの入力を待つ（Ｓ４０１：No）
。入力があると（Ｓ４０１：Yes）、制御モジュール７０は、照度変化が基準範囲以上に
なったかどうかを判定する（Ｓ４０２）。基準範囲は、対応テーブル７１３のいずれかの
変化ＩＤ（図６）に対応する。最低の基準範囲に満たない場合はＳ４０１に戻る（Ｓ４０
２：No）。予め定められた基準範囲の照度変化であった場合、制御モジュール７０は、そ
の基準範囲に対応する変化ＩＤ（図６）を特定する。そして、変化ＩＤに関連付けられた
制御パターンに基づき、該当するチップＬＥＤ３０の輝度を設定された値に変更する（Ｓ
４０３）。これにより、例えば眼鏡フレーム１０の周囲がある基準範囲を超えて明るくな
ったときにチップＬＥＤ３０の輝度を上げることにより、信号光を認識しやすくすること
ができる。
【００５５】
　なお、眼鏡型情報端末１では、環境センサ５０の検出結果をスマートフォンに送信し、
スマートフォンの側でアクション情報（第３発光制御情報）を生成するようにしてもよい
。この場合、Ｓ４０２の処理をスマートフォンで行うことになる。眼鏡型情報端末１の制
御モジュール７０は、受信したアクション情報に従ってＳ４０３の処理を行う。
【００５６】
　このように、本実施形態の眼鏡型情報端末１では、スマートフォン５に導入されたＡＰ
Ｐの実況状況に応じて定められた発光態様の信号光がチップＬＥＤ３０から発光され、眼
鏡レンズ２０の端面と眼鏡フレーム１０の内部の少なくとも一方に伝搬する。例えば、ス
マートフォン５への○○○からのメール着信であれば赤色を３回、□□の株価変動の着信
であればゆっくり青く光る信号光などが眼鏡レンズ２０の端面などに到達する。信号光は
、眼鏡レンズ２０の端面で散乱されるので、その発行態様によっては、眼鏡レンズ２０全
体が光るように見える場合がある。そのため、歩行中や集中した作業中であっても、ある
いは眼を閉じていても、着用者は、確実に信号光を認識することができる。また、リラク
ゼーションＡＰＰの場合は、眼鏡レンズ２０全体が光る光量で、目に優しい色や、落ち着
く発光色となるように発光制御することで、リラックス気分を着用者に与えることができ
る。
【００５７】
　本実施形態の眼鏡型情報端末１は、また、眼鏡フレーム１０全体の発色を変えるＡＰＰ
、眼鏡レンズ２０の色を変えるＡＰＰ、着用者からの情報を周囲に発信できるＡＰＰなど
をスマートフォン５に導入することで、スマートフォン５への着信があったことなどの通
知に止まらない用途で実施することができる。例えば、眼鏡フレーム１０の発色または眼
鏡レンズ２０の端面で散乱する光の色を変えることで、着信者の個性・感情や現在の雰囲
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気に応じた周囲への情報の発信が可能になる。信号光が着用者の顔にも反映される点を利
用して着用者の肌の色の見せ方を変えたり、着用者の眉毛を濃く見せたりして、化粧代わ
りに活用することもできる。さらに、信号光の色やその点滅パターンを通じて、人ごみ・
暗闇での人探しまたは認識に活用したり、着用者の眠け覚ましに活用することもできる。
【００５８】
　本実施形態の眼鏡型情報端末１では、また、ＡＰＰの実況状況に応じて定められた出力
態様の音が圧電スピーカ４０から出力される。そのため、従来装置のように、周囲へ不快
感を与える情報の通知となるＡＰＰでは、チップＬＥＤ３０の発光制御を行わず、圧電ス
ピーカ４０からの音の出力だけで対応することができる。
【００５９】
　このように、本実施形態によれば、チップＬＥＤ３０のような発光源の発光態様と圧電
スピーカ４０による音の出力態様とを組み合わせて実現することにより、低コスト化が可
能になる簡易な構造でありながら、様々な情報の表現が可能となる。
【００６０】
＜変形例＞
　本実施形態では、眼鏡型情報端末１において、チップＬＥＤ３０を一対の眼鏡レンズ２
０ａ，２０ｂに対応して３個ずつ配置した場合の例を説明したが、チップＬＥＤ３０の数
は任意であってよい。
【００６１】
　また、本実施形態では、対応テーブル７１３に相当する内容のものを眼鏡型情報端末１
の制御モジュール７０とスマートフォン５の双方で保有する場合の例を説明したが、スマ
ートフォン５だけがそのようなテーブルを保持するようにしてもよい。この場合は、予め
眼鏡型情報端末１におけるチップＬＥＤ３０や圧電スピーカ４０の規格等をスマートフォ
ン５に入力しておき、スマートフォン５が、チップＬＥＤ３０および圧電スピーカ４０を
制御するたためのアクション情報を生成することになる。
【００６２】
　逆に、眼鏡型情報端末１の制御モジュール７０だけが対応テーブル７１３を保持し、ス
マートフォン５では、その対応テーブル７１３の内容を利用して、パターンＩＤだけを提
示対象情報として眼鏡型情報端末１へ送信するように構成してもよい。
【００６３】
　本実施形態では、１つの眼鏡レンズに対して１つのチップＬＥＤ３０ｂの発光面を眼鏡
レンズ２０ａの下方の端面を指向させ、他の２つのチップＬＥＤ３０ａ，３０ｃの発光面
を直上を指向させる例について説明したが、この限りでない。すべてのチップＬＥＤ３０
の発光面を下方に向けて配置してもよい。また、孔１１１ｂを設けなくとも光が眼鏡レン
ズに到達する場合は、孔１１１ｂの形成は不要である。指向性を高める観点からは、チッ
プＬＥＤ３０の発光面の背面側に反射膜を設けるようにしてもよい。　
【００６４】
　本実施形態では、また、環境センサ５０が照度センサである場合の例を説明したが、加
速度センサまたは角速度センサを環境センサ５０として用いる場合は、さらなる用途の拡
大が可能となる。例えば、着用者の姿勢に応じたチップＬＥＤ３０の表示態様や圧電スピ
ーカ４０の出力態様を表現させる制御が可能となる。
【００６５】
　本実施形態では、また、眼鏡型情報端末１が、音源データを保持し、この音源データを
もとに圧電スピーカ４０の出力制御を行う例について説明したが、この限りでない。眼鏡
型情報端末１をスマートフォンの無線イヤホンとして利用する実施の形態も可能である。
この場合、制御モジュール７０は、スマートフォン５の出力音を表す無線信号をそのスマ
ートフォンから通信モジュール６０を通じて受信する。そして、受信した無線信号から出
力音を抽出し、抽出した出力音を圧電スピーカ４０から出力するように動作する。
【符号の説明】
【００６６】
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　１・・・眼鏡型情報端末、５・・・スマートフォン、１０・・・眼鏡フレーム、２０ａ
，２０ｂ・・・眼鏡レンズ、３０（３０ａ～３０ｆ）・・・チップＬＥＤ、４０・・・圧
電スピーカ、５０・・・環境センサ、７０・・・制御モジュール、８０・・・スイッチ、
９０・・・バッテリー

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】
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